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�

ペ
ー
ジ

企

業

局

〇
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　
　

一

〇
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　
　

一

〇
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　
　

二

〇
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　
　

二

〇
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　
　

二

〇
工
業
用
水
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　
　

三

〇
水
道
用
水
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　

一
〇

〇
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　

一
二

〇
企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規

程�

　

一
五

〇
仙
台
港
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　

一
五

〇
企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�
　

一
五

〇
企
業
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�
　

一
六

〇
企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　

一
六

〇
企
業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

　

一
六

〇
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
管
理
規
程�

　

一
六

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

　

企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
第
八
号
中
「
改
革
」
を
「
管
理
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
次
の
管
理
事
務
所
」
を
「
次
の
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
の
表
中
「
水
道
経
営
改
革
専
門
監
」
を
「
水
道
経
営
管
理
専
門
監
」
に
、「
改
革
に
関
す
る
」
を
「
管

理
に
関
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名　
　

称

担

任

す

る

事

務

課

宮
城
県
企
業
局
指
定

管
理
者
選
定
委
員
会

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

管
理
者
の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

公
営
事
業
課

宮
城
県
企
業
局
経
営

審
査
委
員
会

公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第

八
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

水
道
経
営
課

　

第
十
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名　
　

称

位　
　

置

指

定

管

理

者

所
管
課

北
上
川
下
流
流
域
下

水
道

石
巻
市
、
東
松
島
市

株
式
会
社
ア
イ
・
ケ
ー
・
エ
ス

水
道
経
営
課

北
上
川
下
流
東
部
流

域
下
水
道

石
巻
市
、
牡
鹿
郡
女

川
町

同

同

迫
川
流
域
下
水
道

登
米
市
、
栗
原
市

同

同

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
長
及
び
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
長
の
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
三
条
第
二

項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
、
同
号
ニ
中
「
設
置
」
を
「
設
計
」
に
、「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第

六
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中
南
部
下
水
道
事
務
所
長
及
び
東
部
下
水
道
事
務
所
長
の
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
中
「
第
二
十
五
条
の
十

八
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
」
に
、
同
号
ト
中
「
第
二
十
五
条
の
十
五
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
七
」
に
、
同
号

チ
中
「
第
二
十
五
条
の
十
六
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
八
」
に
改
め
る
。

　

同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

　

企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
項
中
「
勧
告
さ
れ
、
若
し
く
は
指
定
」
を
「
指
示
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号

　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
確
認
し
、
受
領
印
を
徴
し
て
」
を
「
本
人
確
認
書
類
等
で
確
認
し
、」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
受
領
印
を
徴
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
よ
っ
て
受
領
を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
連
書
し
て
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
八
号
（
裏
）
中
「使

用
者
印

」
を
「使

用
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
七
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
五
十
八
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「押

印

」
を
「自

筆
署
名

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
九
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
六
十
四
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「受

付
印

」
を
「受

付

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
五
号
中
「精

算
印

」
を
「精

算

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
九
号
、
様
式
第
七
十
号
及
び
様
式
第
七
十
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
七
十
二
号
中

「

取
扱

者
印
摘
要
年
月
日

金
額（円

）

受
領
者

」
を

氏
名

印

「
取
扱
者
摘
要
年
月
日

金
額（円

）

受
領
者

」
に
改
め
る
。

氏
名
確
認

　

様
式
第
七
十
三
号
及
び
様
式
第
七
十
四
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
七
十
六
号
（
そ
の
一
）
中
「

物
品
供
用

者
請
求
印
供
用
票

整
理
印
物
品
管
理

者
受
付
印

」
を
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「
物
品
供
用

者
請
求
供
用
票

整
理
物
品
管
理

者
受
付

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
十
六
号
（
そ
の
二
）
中
「

物
品
供
用

者
請
求
印
物
品
管
理

者
受
付
印

」
を
「

物
品
供
用

者
請
求
物
品
管
理

者
受
付

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
十
九
号
中
「印
」
を
削
る
。

　

様
式
第
八
十
号
（
そ
の
一
）
及
び
様
式
第
八
十
号
（
そ
の
二
）
中
「

契
約
執
行

者
受
付
印
検
収
印

」
を

「

契
約
執
行

者
受
付
検

収

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
十
九
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
九
十
九
号
（
そ
の
一
）
中
「

出
納
表

整
理
印

」
を
「

出
納
表

整
理

」
に
、

「

物
品
供
用

者
受
領
印
検
収
印

」
を
「

物
品
供
用

者
受
領
検

収

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
十
九
号
（
そ
の
二
）
中
「

物
品
供
用

者
受
領
印
検
収
印

」
を
「

物
品
供
用

者
受
領
検

収

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
号
中
「

課
長

（公
所

）

」
を
「

課

（公
所

）長

」
に
、

「

経由印

課（公所）長

」
を

「

経由

課（公所）長

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
企
業
局
財
務
規
程
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
改
正
後
の
企
業
局
財
務
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号

　

工
業
用
水
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

工
業
用
水
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

工
業
用
水
供
給
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
規
程
に
」
を
「
規
定
に
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
配
水
管
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

�　

仙
台
圏
工
業
用
水
道
及
び
仙
台
北
部
工
業
用
水
道
に
係
る
工
業
用
水
の
水
質
は
、
原
水
の
水
質
と
し
、
仙
塩
工
業

用
水
道
に
係
る
工
業
用
水
の
水
質
は
、
浄
水
施
設
を
経
由
せ
ず
送
水
す
る
場
合
に
は
原
水
の
水
質
と
し
、
浄
水
施
設

を
経
由
し
て
送
水
す
る
場
合
に
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
水
質
と
す
る
。

項　
　

目

基　
　
　

準

濁
度
水
素
イ
オ
ン
濃
度

十
度
以
下

㏗
六
・
〇
か
ら
八
・
〇
ま
で

　

第
六
条
第
二
項
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
又
は
条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
を
受
け

た
選
定
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ
（
以
下
「
運
営
権
者
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
又
は
運
営
権
者
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
得
な
け
れ
ば
」
の
下
に
「
、」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
工
業
用
水
を
」
を
削
り
、「
工
業
若
し
く
は
防
火
若
し
く
は
」
を
「
、
工
業
用
水
を
工
業
、
防

火
又
は
」
に
改
め
、「
し
、
又
は
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
第
三
者
に
分
与
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
の
防
火
演
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、」
を
削
り
、「
使
用
者
は
」
の
下
に
「
、
防
火
演
習
の
た
め
工
業
用
水
を
使

用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
を
加
え
、「
管
理
者
の
承
認
」
を
「
申
込
み
を
行
い
、
管
理
者
又
は
運
営
権
者
の
承
認
」
に
、

同
条
第
三
項
中
「
管
理
者
の
命
ず
る
職
員
」
を
「
管
理
者
の
命
ず
る
者
又
は
運
営
権
者
の
命
ず
る
者
」
に
、「
立
会
の

う
え
で
」
を
「
立
会
い
の
上
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４�　

使
用
者
は
、
管
理
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
工
業
用
水
を
第
三
者
に
分
与
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第
十
一
条
第
二
項
中
「
工
業
用
水
道
料
金
」
の
下
に
「（
以
下
「
料
金
」
と
い
う
。）
及
び
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
利
用
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、「
給
水
開
始
日

か
ら
」
の
下
に
「
起
算
し
て
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
中
「
変
更
、
又
は
」
を
「
変
更
し
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
申
請
に
基
づ
く
」
を
削

る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

�　

使
用
者
は
、
給
水
施
設
工
事
施
行
承
認
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
の
承
認
を
受
け

て
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
給
水
施
設
工
事
を
施
行
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
又
は
運
営
権
者
は
、
使
用
者
か
ら
給
水
施
設
工
事
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）

に
よ
る
依
頼
を
受
け
て
、
給
水
施
設
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３�　

前
項
の
依
頼
に
基
づ
き
管
理
者
又
は
運
営
権
者
が
給
水
施
設
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に
は
、
使
用
者
は
、
管
理
者

の
検
査
に
合
格
し
た
自
己
の
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４�　

前
項
の
材
料
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
材
料
検
査
申
請
書
（
様
式
第
八
号
の
二
）
に
よ
り
管
理
者
に
申
込

み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５�　

第
三
項
の
材
料
検
査
に
要
す
る
条
例
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
手
数
料
及
び
給
水
施
設
工
事
に
要
す
る

費
用
は
、
使
用
者
の
負
担
と
す
る
。

６�　

第
二
項
の
依
頼
に
基
づ
き
管
理
者
又
は
運
営
権
者
が
給
水
施
設
工
事
を
施
行
し
た
場
合
に
は
、
管
理
者
又
は
運
営

権
者
は
、
工
事
が
完
了
し
た
後
、
速
や
か
に
当
該
給
水
施
設
を
引
き
渡
す
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
を
精
算
す
る
も
の

と
す
る
。

　

第
十
三
条
第
七
項
中
「
給
水
施
設
工
事
申
請
書
又
は
給
水
施
設
工
事
施
行
承
認
申
請
書
」
を
「
給
水
施
設
工
事
施
行

承
認
申
請
書
又
は
給
水
施
設
工
事
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
つ
て
」
を
削
り
、「
給
水
施
設
の
」
の
下
に
「
適
正
な
」
を
加
え
、

「
異
常
検
査
申
請
書
」
を
「
給
水
施
設
異
常
検
査
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
又
は

運
営
権
者
」
に
、「
給
水
施
設
を
定
期
的
に
検
査
し
、
そ
の
」
を
「
給
水
施
設
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
管
理
者
」

を
「
管
理
者
又
は
運
営
権
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
検
査
」
の
下
に
「
に
要
す
る
条
例
第
七
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
手
数
料
及
び
」
を
、「
そ
の
他
」
の
下
に
「
の
」
を
加
え
、「
費
用
及
び
」
を
「
費
用
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
五
項
」
に
、「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
お
い
て
、

管
理
者
が
工
事
等
を
施
行
し
た
場
合
に
は
、」
に
改
め
、「
と
す
る
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
運
営
権
者
が
工
事
等
を
施

行
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
工
事
等
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
使
用
者
と
協
議
の
上
、
運
営
権
者
が
決
定
す
る
も
の
と
す

る
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
定
め
た
」
を
「
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
別
の
」
を
「
使
用
者
が
負

担
す
べ
き
」
に
、「
必
要
で
あ
る
」
を
「
生
じ
た
」
に
、「
使
用
者
と
協
議
の
う
え
」
を
「
管
理
者
又
は
運
営
権
者
は
使

用
者
と
協
議
の
上
、」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

�　

使
用
者
は
、
流
末
施
設
工
事
施
行
承
認
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）
に
よ
り
工
事
の
設
計
等
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
管

理
者
の
承
認
を
受
け
た
上
で
、
流
末
施
設
工
事
を
施
行
す
る
。

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
と
す
る
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
運
営
権
者
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
設
計
又
は
監
督

を
委
託
し
た
場
合
に
は
、
費
用
の
額
は
、
使
用
者
と
協
議
の
上
、
運
営
権
者
が
決
定
す
る
も
の
と
す
る
」
を
加
え
、
同

項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
、

「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
又
は
運
営
権
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を

加
え
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
営
権
者
は
、
使
用
者
か
ら
流
末
施
設
工
事
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
る

依
頼
を
受
け
て
、
流
末
施
設
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３�　

流
末
施
設
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
使
用
者
の
負
担
と
す
る
。

４�　

第
二
項
の
依
頼
に
基
づ
き
運
営
権
者
が
流
末
施
設
工
事
を
施
行
し
た
場
合
に
は
、
運
営
権
者
は
、
工
事
が
完
了
し

た
後
、
速
や
か
に
当
該
流
末
施
設
を
引
き
渡
す
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
を
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。

５�　

第
二
項
の
依
頼
に
基
づ
き
運
営
権
者
が
流
末
施
設
工
事
を
施
行
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
工
事
等
に
要
す
る
費
用
の

額
は
、
使
用
者
と
協
議
の
上
、
運
営
権
者
が
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
二
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
貸
与
を
受
け
た
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
量
水
器
に
」
を
「
毎
月
定
例
日
に
量
水
器
に
」
に
、「
管
理
者
が
」
を
「
管
理
者
又
は
運
営

権
者
が
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２�　

管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
さ
れ
、
又
は
認
定
さ
れ
た
使
用
水
量
を
工
業
用
水
使
用
水
量
通
知
書
（
様

式
第
十
五
号
）
に
よ
り
使
用
者
に
通
知
す
る
。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
「
職
員
」
を
「
者
」
に
、「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
個
所
」
を
「
箇
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
第
九
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
又
は
同
条
第
四

項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
料
金
、
手
数
料
等
」
を
「
料
金
、
利
用
料
金
、
手
数
料
及
び
費
用
等
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
す
る
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
費
用
を
所
有
者
が
負
担
す
る
場
合
に
は
、
同
条
中
「
使
用

者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
料
金
等
の
徴
収
等
）
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第�

二
十
六
条　

料
金
及
び
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
（
以
下
「
延
滞
金
」
と
い
う
。）
は
管
理
者
が
徴
収
し
、

利
用
料
金
及
び
利
用
料
金
に
係
る
遅
延
損
害
金
（
以
下
「
遅
延
損
害
金
」
と
い
う
。）
は
運
営
権
者
が
徴
収
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
営
権
者
が
県
に
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
者
が
料
金
と
併
せ
て
利
用
料
金
を
、
延
滞

金
と
併
せ
て
遅
延
損
害
金
を
徴
収
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２�　

料
金
及
び
利
用
料
金
は
、
毎
月
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
に
係
る
分
を
翌
月
末
日
（
そ
の
日
が
金
融
機
関
の

休
業
日
に
当
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
翌
営
業
日
）
ま
で
に
、
延
滞
金
は
管
理
者
の
、
遅
延
損
害
金
は
運
営
権

者
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
納
入
通
知
書
に
よ
る
納
入
又
は
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３�　

前
項
に
規
定
す
る
料
金
の
納
入
期
日
に
つ
い
て
、
管
理
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る

料
金
の
納
入
期
日
以
後
の
日
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
納
入
期
日
に
つ
い
て
、

運
営
権
者
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

　

（
手
数
料
及
び
費
用
の
納
入
方
法
）

第�

二
十
七
条　

使
用
者
又
は
所
有
者
が
管
理
者
又
は
運
営
権
者
に
納
入
す
べ
き
手
数
料
及
び
費
用
に
つ
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
期
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

項　
　

目

　
　

期　
　

日

　
　

納　

入　

方　

法

第
十
三
条
第
五
項
の
費
用
、

第
十
四
条
第
六
項
中
「
前

項
の
必
要
な
処
置
に
要
す

る
費
用
」
及
び
第
十
六
条

第
七
項
の
費
用

管
理
者
又
は
運
営
権
者
が

指
定
す
る
日

管
理
者
又
は
運
営
権
者
が
指
定

す
る
方
法

第
十
三
条
第
五
項
の
手
数

料
、
第
十
四
条
第
六
項
中

「
手
数
料
及
び
そ
の
他
の

必
要
な
処
置
に
要
す
る
費

用
」
及
び
第
二
十
五
条
第

二
項
の
費
用

管
理
者
が
指
定
す
る
日

納
入
通
知
書
に
よ
る
納
入
又
は

口
座
へ
の
振
込
み

第
十
六
条
第
三
項
の
費
用

運
営
権
者
が
指
定
す
る
日

運
営
権
者
が
指
定
す
る
方
法

　

様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
り
、「宮

城
県
公
営
企
業
管
理
者

　
　
　
　
　

殿

」

を
「宮

城
県
公
営
企
業
管
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　

殿

　
　

株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ

　

代
表
取
締
役
社
長

　

殿

　

に
改
め
る
。

　
　

（ど
ち
ら
か
一
方
を
二
重
線
で
消
去
願
い
ま
す

）　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
り
、「７

　

給
水
開
始
希
望
月
日

」
を
「７

　

給
水
開
始
希
望
年
月
日

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
、「２

　

給
水
開
始
月
日

」
を
「２

　

給
水
開
始
年
月
日

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「印

」
を
削
り
、「７

　

変
更
後
の
給
水
開
始
希
望
月
日

」
を
「７

　

変
更
後
の
給
水
開
始
希
望
年

月
日

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
の
二
中
「２

　

給
水
変
更
開
始
月
日

」
を
「２

　

給
水
変
更
開
始
年
月
日

」
に
、「４

　

給
水
廃
止
月
日

」

を
「４

　

給
水
廃
止
年
月
日

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７
号
（
第
13条
関
係
）

給
水
施
設
工
事
施
行
承
認
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
給
水
施
設
工
事
を
施
行
し
た
い
の
で
、
工
業
用
水
供
給
規
程
第
13条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
承
認

さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
工
事
の
種
類

　
　
新
設
、
増
設
、
改
造
、
変
更
、
撤
去
、
修
繕

２
　
工
事
の
施
行
予
定
箇
所

３
　
基
本
水
量
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
方
メ
ー
ト
ル

４
　
工
事
内
容
　
　
別
冊
設
計
書
の
と
お
り

５
　
工
事
施
行
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

６
　
工
事
期
間

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
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様
式
第
八
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
８
号
（
第
13条
関
係
）

給
水
施
設
工
事
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ
　
代
表
取
締
役
社
長
　
殿

　
（
ど
ち
ら
か
一
方
を
二
重
線
で
消
去
願
い
ま
す
）

�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
給
水
施
設
工
事
を
施
行
願
い
た
く
、
工
業
用
水
供
給
規
程
第
13条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し

ま
す
。

記

１
　
工
事
の
種
類

　
　
新
設
、
増
設
、
改
造
、
変
更
、
撒
去
、
修
繕

２
　
工
事
の
施
行
予
定
箇
所

３
　
基
本
水
量
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
方
メ
ー
ト
ル

４
　
流
末
施
設
と
の
接
続
位
置

　
　
別
紙
工
場
平
面
図
及
び
配
管
図
の
と
お
り

５
　
希
望
完
成
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
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様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
十
六
号
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
２
（
第
13条
関
係
）

材
料
検
査
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
　
　
　
　
　
殿

　�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
給
水
施
設
工
事
の
た
め
自
己
材
料
を
使
用
し
た
い
の
で
検
査
さ
れ
た
く
、
工
業
用
水
供
給
規
程
第

13条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
給
水
施
設
の
場
所

２
　
給
水
施
設
工
事
申
請
年
月
日

３
　
自
己
材
料
　
別
紙
調
書
の
と
お
り

　
（
注
）
１
　
自
己
材
料
に
つ
い
て
は
、
品
質
、
規
格
、
数
量
等
を
記
載
し
た
調
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
�　
廃
止
給
水
施
設
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
の
調
書
、
平
面
図
、
構
造
図
等
を
添
付

す
る
こ
と
。
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様
式
第
十
四
号
を
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
り
、「宮

城
県
公
営
企
業
管
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　

殿

」
を

「宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　

殿

　

　

株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ

　

代
表
取
締
役
社
長

　

殿

　

に
、

　

（ど
ち
ら
か
一
方
を
二
重
線
で
消
去
願
い
ま
す

）　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「第
16条
第
２
項

」
を
「第

16条
第
６
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
16号
（
第
20条
関
係
）

表

　
第
　
　
　
　
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
　
氏
　
名

検
針
業
務
員
証
明
書

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
企
業
局
長
　
　
　
　
　
　
印
　

　
　
　
株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ
　
代
表
取
締
役
社
長

裏

工
業
用
水
供
給
規
程
抜
す
い

第
�20条

第
３
項
　
使
用
水
量
の
測
定
に
従
事
す
る
者
は
、
身
分
を
示
す
証
票
（
様
式
第
16号
）
を
携
帯
し
、
関

係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
�24条
　
使
用
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
管
理
者
は
、
給
水
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

１
�　
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
９
条
第
３
項
、
第
14条

第
４
項
、
第
20条

第
１
項
又
は
第
22条

第
１
項
に
規
定

す
る
職
員
の
職
務
執
行
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
と
き
。

写
　
真
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附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号

　

水
道
用
水
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

水
道
用
水
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

水
道
用
水
供
給
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
及
び
条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
を
受
け

た
選
定
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ
（
以
下
「
運
営
権
者
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
又
は
運
営
権
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
県
」
を
「
県
及
び
運
営
権
者
」

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
県
」
を
「
県
又
は
運
営
権
者
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
三
項
中
「
測
定
し
、
又
は
認
定
し
た
毎
月
の
給
水
量
及
び
当
該
月
の
供
給
料
金
」
を
「
測
定
さ
れ
、
又
は

認
定
さ
れ
た
毎
月
の
給
水
量
、
当
該
月
の
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
料
金
（
以
下
「
料
金
」
と
い
う
。）
及
び
条
例

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
及
び
運
営
権
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
管
理
者
」
を
「
管
理
者
又
は
運
営
権
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
料
金
等
の
徴
収
等
）

第�

十
一
条　

料
金
及
び
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
（
以
下
「
延
滞
金
」
と
い
う
。）
は
管
理
者
が
徴
収
し
、

利
用
料
金
及
び
利
用
料
金
に
係
る
遅
延
損
害
金
（
以
下
「
遅
延
損
害
金
」
と
い
う
。）
は
運
営
権
者
が
徴
収
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
営
権
者
が
県
に
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
者
が
料
金
と
併
せ
て
利
用
料
金
を
、
延
滞

金
と
併
せ
て
遅
延
損
害
金
を
徴
収
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２�　

料
金
及
び
利
用
料
金
は
、
毎
月
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
分
を
翌
月
二
十
五
日
（
そ
の
日
が
金
融
機
関
の
休

業
日
に
当
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
翌
営
業
日
）
ま
で
に
、
延
滞
金
は
管
理
者
の
、
遅
延
損
害
金
は
運
営
権
者

の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

前
項
に
規
定
す
る
料
金
の
納
入
期
日
に
つ
い
て
、
管
理
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る

料
金
の
納
入
期
日
以
後
の
日
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
納
入
期
日
に
つ
い
て
、

運
営
権
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４�　

年
間
給
水
量
（
当
該
年
度
に
お
け
る
給
水
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
年
間
責
任
水
量
（
当
該
年
度
に
お
け
る

一
日
の
最
大
給
水
量
と
し
て
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
給
水
対
象
ご
と
に
定
め
る
水
量
に
第
七
条
に
規
定
す

様
式
第
11号
（
第
16条
関
係
）

流
末
施
設
工
事
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

株
式
会
社
み
ず
む
す
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
み
や
ぎ
　
代
表
取
締
役
社
長
　
殿

�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
流
末
施
設
工
事
を
施
行
願
い
た
く
、
工
業
用
水
供
給
規
程
第
16条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し

ま
す
。

記

１
　
工
事
の
種
類

　
　
新
設
、
増
設
、
改
造
、
変
更
、
撒
去
、
修
繕

２
　
工
事
の
施
行
予
定
箇
所

３
　
基
本
水
量
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
方
メ
ー
ト
ル

４
　
希
望
完
成
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
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る
率
を
乗
じ
、
こ
れ
に
当
該
年
度
の
日
数
を
乗
じ
て
算
定
し
た
水
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
満
た
な
い
と
き
は
、

条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
使
用
料
金
（
以
下
「
使
用
料
金
」
と
い
う
。）
の
額
に
、
年
間
責
任
水
量
か
ら
年
間
給

水
量
を
差
し
引
い
た
水
量
（
以
下
「
不
足
水
量
」
と
い
う
。）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
三
月
分
の
使
用
料
金
に
加
算
し

て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

５�　

年
間
給
水
量
が
年
間
責
任
水
量
に
満
た
な
い
と
き
、
か
つ
、
利
用
料
金
を
徴
収
す
る
と
き
は
、
不
足
水
量
に
応
じ

た
利
用
料
金
相
当
額
を
三
月
分
の
利
用
料
金
に
加
算
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
に

規
定
す
る
三
月
分
の
使
用
料
金
に
加
算
し
て
徴
収
す
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
三
月
分
の
使
用
料
金

に
加
算
し
て
徴
収
す
る
額
か
ら
当
該
不
足
水
量
に
応
じ
た
利
用
料
金
相
当
額
を
減
じ
た
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「㊞
」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
４
号
（
第
８
条
関
係
）

水
道
用
水
給
水
量
等
通
知
書

�
月
　
　
　
分
　
　
　

市
町
村
名
称

代
表
者
氏
名

給水量

測
定
年
月
日

当
月
給
水
量

（水道用水供給料金）

料金

基
本
料
金

使
用
料
金

計

利
用
料
金

料
金
及
び

利
用
料
金
計

記
事

　
水
道
用
水
供
給
規
程
第
８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
上
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

�
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
　
　
　
　
印
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附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
、「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二

条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
六
号
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７
号
（
第
20条
関
係
）

行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
殿

�
申
請
人
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

�
連
帯
保
証
人
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
下
記
の
と
お
り
行
政
財
産
の
使
用
許
可
を
得
た
い
の
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
財
産
の
所
在

２
　
財
産
の
区
分

３
　
面
積
又
は
数
量

４
　
使
用
目
的

５
　
使
用
期
間

添
　
付
　
書
　
類

　
１
　
個
人
の
場
合
　
申
請
人
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類（
運
転
免
許
証
等
の
公
的
身
分
証
明
書
等
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
鑑
証
明
書
（
申
請
人
及
び
連
帯
保
証
人
各
々
１
通
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
図
面
そ
の
他
の
書
類

　
２
　
法
人
の
場
合
　
登
記
事
項
証
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
鑑
証
明
書
（
申
請
人
及
び
連
帯
保
証
人
各
々
１
通
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
図
面
そ
の
他
の
書
類
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様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
11号
（
第
29条
関
係
）

行
政
財
産
使
用
料
減
免
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
殿

�
申
請
人
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
行
政
財
産
使
用
料
の
減
免
を
受
け
た
い
の
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て
お
願
い
し
ま
す
。

記

１
　
財
産
の
所
在
地
　
　

２
　
財
産
の
種
類
　
　

３
　
面
積
又
は
数
量
　
　

４
　
使
用
目
的
　
　

５
　
使
用
希
望
期
間
　
　

６
　
使
用
料
減
免
申
請
の
理
由
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様
式
第
十
一
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
11号
の
２
（
第
29条
関
係
）

県
有
財
産
貸
付
料
減
免
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者
　
殿

�
申
請
人
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

�
連
帯
保
証
人
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
下
記
の
と
お
り
県
有
財
産
貸
付
料
の
減
免
を
受
け
た
い
の
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て
お
願
い
し
ま
す
。

記

１
　
財
産
の
所
在
地
　
　

２
　
財
産
の
種
類
　
　

３
　
面
積
又
は
数
量
　
　

４
　
借
受
目
的
　
　

５
　
借
受
希
望
期
間
　
　

６
　
貸
付
料
減
免
申
請
の
理
由
　
　

添
付
書
類
　
申
請
人
及
び
連
帯
保
証
人
の
印
鑑
証
明
書
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様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
五
号
中

「申　
請　
人　
住　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人　
住　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

」
を　

　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

申　
請　
人　
住　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
中

「借　
受　
人　
住　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人　
住　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

借　
受　
人　
住　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。　

　

　

様
式
第
十
九
号
か
ら
様
式
第
二
十
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
十
五
号
（
そ
の
七
）
中
「
担
当
印
」
を
「
担
当
確
認
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　

企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
記
名
押
印
」
を
「
署
名
又
は
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
九
号
、
様
式
第
十
三
号
、
様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
九

号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
十
号
中
「氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）
」
を　

「氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

署
名
又
は
印

　
　
　
　

　

（法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）
」
に
改
め
る
。　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三
号

　

仙
台
港
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

仙
台
港
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

仙
台
港
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
六
号
、
様
式
第
八
号
、
様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
四
号
中
「㊞

」
を
削

る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
仙
台
港
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
管
理
規
程
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
仙
台
港
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
管
理
規
程
の
規
定
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号

　

企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「（所

属
長
経
由
印

）」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「（所

属
長
経
由
印

）」
を
削
り
、「氏　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を

「氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
五
号

　

企
業
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「（所

属
長
経
由
印

）」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
六
号

　

企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
記
様
式
中
「（所

属
長
経
由
印

）」
を
削
り
、

「所　
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「所　
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　

職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

　
　

」　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
七
号

　

企
業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

企
業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
記
様
式
中
「（所

属
長
経
由
印

）」
を
削
り
、

「所　
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「所　
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　

職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

　
　

」　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
八
号

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程　

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
二
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


